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（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
関
税
定
率
法

改

正

後

改

正

前

（
特
定
用
途
免
税
）

（
特
定
用
途
免
税
）

第
十
五
条

左
の
各
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
輸
入
さ
れ
、
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
二

第
十
五
条

左
の
各
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
輸
入
さ
れ
、
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
二

年
以
内
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

年
以
内
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
関
税
を
免
除
す
る
。

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
関
税
を
免
除
す
る
。

一

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
学
校
、
博
物
館
、
物
品
陳
列
所
、
研

一

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
学
校
、
博
物
館
、
物
品
陳
列
所
、
研

究
所
、
試
験
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
又
は
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外

究
所
、
試
験
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
又
は
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外

の
者
が
経
営
す
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
陳
列
す
る
標
本

の
者
が
経
営
す
る
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
陳
列
す
る
標
本

若
し
く
は
参
考
品
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
学
術
研
究
用
品
（
新

若
し
く
は
参
考
品
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
学
術
研
究
用
品
（
新

規
の
発
明
に
係
る
も
の
又
は
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ

規
の
発
明
に
係
る
も
の
又
は
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
教
育
用
の
フ
ィ
ル
ム
（
撮
影
済
み
の
も
の
に
限
る

る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
教
育
用
の
フ
ィ
ル
ム
（
撮
影
済
み
の
も
の
に
限
る

。
）
、
ス
ラ
イ
ド
、
レ
コ
ー
ド
、
テ
ー
プ
（
録
音
済
み
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の

。
）
、
ス
ラ
イ
ド
、
レ
コ
ー
ド
、
テ
ー
プ
（
録
音
済
み
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品

二

学
術
研
究
又
は
教
育
の
た
め
前
号
に
掲
げ
る
施
設
に
寄
贈
さ
れ
た
物
品

二

学
術
研
究
又
は
教
育
の
た
め
前
号
に
掲
げ
る
施
設
に
寄
贈
さ
れ
た
物
品

三

慈
善
又
は
救
じ
ゆ
つ
の
た
め
に
寄
贈
さ
れ
た
給
与
品
及
び
救
護
施
設
又
は
養
老

三

慈
善
又
は
救
じ
ゆ
つ
の
た
め
に
寄
贈
さ
れ
た
給
与
品
及
び
救
護
施
設
又
は
養
老

施
設
そ
の
他
の
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
施
設
に
寄
贈
さ
れ
た
物
品
で
給
与
品
以
外

施
設
そ
の
他
の
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
施
設
に
寄
贈
さ
れ
た
物
品
で
給
与
品
以
外

の
も
の
の
う
ち
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
直
接
社
会
福
祉
の
用
に
供
す
る
も
の
と

の
も
の
の
う
ち
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
直
接
社
会
福
祉
の
用
に
供
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
も
の

認
め
ら
れ
る
も
の

別紙１
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別
表
関
税
率
表
（
第
三
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、

別
表
関
税
率
表
（
第
三
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
九
条
、
第
九

第
二
十
条
の
二
関
係
）

条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
関
係
）

番

号

品

名

税

率

番

号

品

名

税

率

○
四
○
二
・
一
○

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
○
四

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

○
四
○
二
・
一
○

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
○
四

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

○
二
・
一
○

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固

き
四
六
六
円

○
二
・
一
○

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固

き
四
六
六
円

形
状
の
も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一

形
状
の

・
五
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・
五
％

一

（
省
略
）

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二

そ
の
他
の
も
の

一

同
上

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育

二

そ
の
他
の
も
の

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育

、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）

課
程
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等

、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う

教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む

課
程
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等

。
）
、
特
別
支
援
学
校
若
し
く

教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む

は
幼
稚
園
の
児
童
、
生
徒
若
し

。
）
、
特
別
支
援
学
校
若
し
く

く
は
幼
児
、
政
令
で
定
め
る
児

は
幼
稚
園
の
児
童
、
生
徒
若
し

童
福
祉
施
設
の
児
童
又
は
児
童

く
は
幼
児
又
は
政
令
で
定
め
る

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

児
童
福
祉
施
設
の
児
童
の
給
食

第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
以
下

第
九
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第

こ
の
項
に
お
い
て
「
学
校
等
給
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十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ

食
用
の
も
の
」
と
い
う
。
）
及

る
保
育
を
受
け
る
児
童
の
給
食

び
配
合
飼
料
の
う
ち
政
令
で
定

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
以
下

め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る

こ
の
項
に
お
い
て
「
学
校
等
給

た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

食
用
の
も
の
」
と
い
う
。
）
及

お
い
て
「
飼
料
用
の
も
の
」
と

び
配
合
飼
料
の
う
ち
政
令
で
定

い
う
。
）

め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る

た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
飼
料
用
の
も
の
」
と

い
う
。
）

㈡
（
省
略
）

㈡
（
省
略
）
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○
相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
相
続
税
の
非
課
税
財
産
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
財
産
の
価
額
は
、
相
続
税
の
課
税
価
格
に
算
入
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

宗
教
、
慈
善
、
学
術
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用
に

供
す
る
こ
と
が
確
実
な
も
の

四
～
六

（
略
）

２

（
略
）

（
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
）

第
二
十
一
条
の
三

次
に
掲
げ
る
財
産
の
価
額
は
、
贈
与
税
の
課
税
価
格
に
算
入
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

宗
教
、
慈
善
、
学
術
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
こ

と
が
確
実
な
も
の

四
～
六

（
略
）

２

（
略
）
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○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

第
七
十
三
条
の
四

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当

第
七
十
三
条
の
四

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
四

略

一
～
四

略

四
の
二

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第

十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産

四
の
三

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

四
の
二

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
の
四

学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
就
学
前
の
子
ど

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
用
に
供

す
る
不
動
産

四
の
五
～
四
の
七

略

四
の
三
～
四
の
六

略

四
の
八

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
不
動
産
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の

四
の
七

第
四
号
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
不
動
産
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法

他
政
令
で
定
め
る
者
が
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業

人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
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の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

２
・
３

略

２
・
３

略

（
固
定
資
産
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

（
固
定
資
産
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
三
百
四
十
八
条

略

第
三
百
四
十
八
条

略

２

固
定
資
産
税
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産
に
対
し
て
は
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

２

固
定
資
産
税
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産
に
対
し
て
は
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。
た
だ
し
、
固
定
資
産
を
有
料
で
借
り
受
け
た
者
が
こ
れ
を
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

。
た
だ
し
、
固
定
資
産
を
有
料
で
借
り
受
け
た
者
が
こ
れ
を
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
に
課
す
る
こ
と
が

と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
に
課
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

一
～
八
の
二

略

一
～
二
の
四

略

九

学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お

九

学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
直
接
保
育

い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
直
接
保
育

又
は
教
育
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
（
第
十
号
の
四
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

又
は
教
育
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
、
学
校
法
人
等
が
そ
の
設
置
す
る
寄
宿
舎
で

）
、
学
校
法
人
等
が
そ
の
設
置
す
る
寄
宿
舎
で
学
校
教
育
法
第
一
条
の
学
校
又
は

学
校
教
育
法
第
一
条
の
学
校
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
の
専
修
学
校
に
係
る
も
の

同
法
第
百
二
十
四
条
の
専
修
学
校
に
係
る
も
の
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る

に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
及
び
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益

固
定
資
産
及
び
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
宗
教
法
人
又
は
社
会

財
団
法
人
、
宗
教
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
い
て

福
祉
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
い
て
直
接
保
育
の
用
に
供
す
る
固
定
資

直
接
保
育
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
並
び
に
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人

産
（
同
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団

が
そ
の
設
置
す
る
図
書
館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
及
び
公
益

法
人
が
そ
の
設
置
す
る
図
書
館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
及
び

社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
宗
教
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
博
物
館
法

公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
宗
教
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
博
物

第
二
条
第
一
項
の
博
物
館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

館
法
第
二
条
第
一
項
の
博
物
館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

九
の
二

略

九
の
二

略

十

社
会
福
祉
法
人
（
日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
十
号
の
八
ま
で
に
お

十

社
会
福
祉
法
人
（
日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
十
号
の
六
ま
で
に
お
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い
て
同
じ
。
）
が
生
活
保
護
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
施
設
の
用

い
て
同
じ
。
）
が
生
活
保
護
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
施
設
の
用

に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

十
の
二

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第

十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

十
の
三

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

十
の
二

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
の
四

学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
就
学
前
の
子
ど

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

十
の
五

略

十
の
三

略

十
の
六

社
会
福
祉
法
人
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

十
の
四

社
会
福
祉
法
人
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
用
に
供
す

す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
用
に
供
す

る
固
定
資
産

る
固
定
資
産

十
の
七

略

十
の
五

略

十
の
八

第
十
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法
人
そ

十
の
六

第
十
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法
人
そ

の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事

の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

十
の
九

略

十
の
七

略

十
一

第
九
号
の
二
か
ら
第
十
号
の
八
ま
で
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
ほ
か
、
日
本
赤

十
一

第
九
号
の
二
か
ら
第
十
号
の
六
ま
で
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
ほ
か
、
日
本
赤

十
字
社
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も

十
字
社
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も

の

の

十
一
の
二
～
十
七

略

十
一
の
二
～
十
七

略
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十
八

略

十
七
の
二

略

十
八

独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
が
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博

覧
会
記
念
機
構
法
第
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で

政
令
で
定
め
る
も
の

十
九
～
四
十
三

略

十
九
～
四
十
三

略

３
～
７

略

３
～
７

略

８

市
町
村
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
公
立
大
学
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

８

市
町
村
は
、
非
課
税
地
方
独
立
行
政
法
人
が
所
有
す
る
固
定
資
産
（
当
該
固
定
資

い
て
同
じ
。
）
が
所
有
す
る
固
定
資
産
（
当
該
固
定
資
産
を
所
有
す
る
地
方
独
立
行

産
を
所
有
す
る
非
課
税
地
方
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
が
使
用
し
て
い
る
も
の
そ
の

政
法
人
以
外
の
者
が
使
用
し
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
公
立
大
学
法
人
が
所
有
す
る
固
定
資
産

）
及
び
公
立
大
学
法
人
が
所
有
す
る
固
定
資
産
（
当
該
固
定
資
産
を
所
有
す
る
公
立

（
当
該
固
定
資
産
を
所
有
す
る
公
立
大
学
法
人
以
外
の
者
が
使
用
し
て
い
る
も
の
を

大
学
法
人
以
外
の
者
が
使
用
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
固
定
資
産

除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

９
及
び

略

９
及
び

略

10

10

（
事
業
所
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

（
事
業
所
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
七
百
一
条
の
三
十
四

指
定
都
市
等
は
、
国
及
び
非
課
税
独
立
行
政
法
人
並
び
に
法

第
七
百
一
条
の
三
十
四

指
定
都
市
等
は
、
国
、
非
課
税
独
立
行
政
法
人
及
び
非
課
税

人
税
法
第
二
条
第
五
号
の
公
共
法
人
（
非
課
税
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く

地
方
独
立
行
政
法
人
並
び
に
法
人
税
法
第
二
条
第
五
号
の
公
共
法
人
（
非
課
税
独
立

。
）
に
対
し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

行
政
法
人
及
び
非
課
税
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は

、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

指
定
都
市
等
は
、
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
防
災
街
区
整
備
事

２

指
定
都
市
等
は
、
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
防
災
街
区
整
備
事

業
組
合
、
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
及
び

業
組
合
、
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
地

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す

方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体
、
政
党
交
付
金
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る
認
可
地
縁
団
体
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付

の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
二
第

与
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
等
並
び
に
特

一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
等
並
び
に
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
条
第

定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人
を
含
む
。
）
又
は
人
格
の

二
項
に
規
定
す
る
法
人
を
含
む
。
）
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
事
業
所
等
に
お
い

な
い
社
団
等
が
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業
の
う
ち
収
益
事
業
以
外
の
事
業
に
対

て
行
う
事
業
の
う
ち
収
益
事
業
以
外
の
事
業
に
対
し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ

し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
が
で
き
な
い
。

３

指
定
都
市
等
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業
に
対

３

指
定
都
市
等
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業
に
対

し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

三

博
物
館
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
教
育
文

三

博
物
館
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
教
育
文

化
施
設
（
第
十
号
の
四
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

化
施
設

四
～
十

略

四
～
十

略

十
の
二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
の
用
に

供
す
る
施
設

十
の
三

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
で
政
令
で
定
め

十
の
二

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
で
政
令
で
定
め

る
も
の
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の

十
の
四

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

十
の
五

略

十
の
三

略

十
の
六

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

十
の
四

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

十
の
五
及
び
十
の
六

削
除

十
の
七

第
十
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法
第
二
条
第

十
の
七

第
十
号
か
ら
第
十
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法
第

一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
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も
の

十
の
八
～
二
十
九

略

十
の
八
～
二
十
九

略

４
～
７

略

４
～
７

略

（
都
市
計
画
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

（
都
市
計
画
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
七
百
二
条
の
二

市
町
村
は
、
国
、
非
課
税
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
等
及

第
七
百
二
条
の
二

市
町
村
は
、
国
、
非
課
税
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
等
及

び
日
本
年
金
機
構
並
び
に
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
、
こ
れ
ら
の
組
合
、
財
産

び
日
本
年
金
機
構
並
び
に
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
、
こ
れ
ら
の
組
合
、
財
産

区
、
合
併
特
例
区
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
は
、
都
市
計
画
税
を
課
す
る

区
、
合
併
特
例
区
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
は
、
都
市
計
画
税
を
課
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
は
、
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
は
、
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第

五
項
ま
で
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
又
は
第
三
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
固
定

五
項
ま
で
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
又
は
第
三
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
固
定

資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
土
地
又
は
家
屋
に
対
し
て
は
、
都
市
計
画
税
を

資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
土
地
又
は
家
屋
に
対
し
て
は
、
都
市
計
画
税
を

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

（
国
等
に
対
し
て
相
続
財
産
を
贈
与
し
た
場
合
等
の
相
続
税
の
非
課
税
等
）

第
七
十
条

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
取
得
し
た
財
産
を
そ
の
取
得
後
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
税
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
の
提
出
後
に
お
い
て
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
に
係
る
同

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
）
の
提
出
期
限
ま
で
に
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る

事
業
を
行
う
法
人
の
う
ち
、
教
育
若
し
く
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢
献
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
贈

与
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
贈
与
に
よ
り
当
該
贈
与
を
し
た
者
又
は
そ
の
親
族
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
と
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
者
の
相
続
税
又

は
贈
与
税
の
負
担
が
不
当
に
減
少
す
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
贈
与
を
し
た
財
産
の
価
額
は
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の
計
算

の
基
礎
に
算
入
し
な
い
。

２

（
略
）

３

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
取
得
し
た
財
産
に
属
す
る
金
銭
を
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
特
定
公
益
信
託
（
公
益
信
託
ニ
関
ス

ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
信
託
の
終
了
の
時
に
お
け
る
信
託
財
産
が
そ
の
信
託
財
産
に
係
る
信
託
の
委
託
者
に
帰
属
し
な
い
こ

と
及
び
そ
の
信
託
事
務
の
実
施
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
目
的
が
教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢
献
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
信

託
財
産
と
す
る
た
め
に
支
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
支
出
に
よ
り
当
該
支
出
を
し
た
者
又
は
そ
の
親
族
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
と
相
続
税
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の

関
係
が
あ
る
者
の
相
続
税
又
は
贈
与
税
の
負
担
が
不
当
に
減
少
す
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
金
銭
の
額
は
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
税
の
課
税

価
格
の
計
算
の
基
礎
に
算
入
し
な
い
。

４
～

（
略
）
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○
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）

別
表
第
一

（
第
六
条
関
係
）

一
～
六

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

（
略
）

ロ

社
会
福
祉
法
第
二
条
（
定
義
）
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
及
び
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
更
生
保
護
事
業

と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
七
号
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
授
産
施
設
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
四
号

の
二
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
又
は
同
号
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
第
五
条
第
七
項
、
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
に
お
い
て
生
産
活

動
と
し
て
の
作
業
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
及
び
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

（
略
）

八
～
十

（
略
）

十
一

次
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
役
務
の
提
供
（
授
業
料
、
入
学
金
、
施
設
設
備
費
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
料
金
を
対
価
と
し
て
行
わ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
（
学
校
の
範
囲
）
に
規
定
す
る
学
校
を
設
置
す
る
者
が
当
該
学
校
に
お
け
る
教
育
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

ロ
～
ニ

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）
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